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古川駐在所だより 令和８年５月号

● 事件 ０ 件
● 人身事故 １ 件

（怪我のある事故）
● 物件事故 ５ 件

（怪我のない事故）
※ Ｒ８．３月中

作成者 古川駐在所 警部補 古田 徳輝

３月２４日付けで赴任してきました。

古田 徳輝（ふるた のりあき）と申し

ます。北九州市若松区出身、単身赴任の

５７歳です。日々の家事に悪戦苦闘中で

すが、地域の安全安心のため全力で頑張

ります。

自転車の違反に注意して下さい！

○ 夕暮れ時は早めにライトを点灯し、明るい服装や

反射材用品を着用しましょう。

【自転車安全利用五則】

① 車道が原則、左側を通行

歩道は例外、歩行者を優先

② 交差点では信号と一時停止を守って、

安全確認

③ 夜間はライトを点灯

④ 飲酒運転は禁止

⑤ ヘルメットを着用

守りましょう！
自転車安全利用五則

●令和８年４月１日から
●対象行為は１１３種類
●対象車両は自転車
●反則金額は原付バイクと同等
※最高額12,000円

●対象年齢は16歳以上

古川駐在所管内の事件事故発生状況


